
湖南衛生組合規約の一部を変更する規約 

 

湖南衛生組合規約（昭和３６年６月１日東京都知事許可）の一部を次のように

変更する。 

 

第３条中「組合は」の次に「、立川市」を、「小平市」の次に「、国分寺市」

を加える。 

 第５条第２項中「１０人」を「１４人」に改める。 

 第９条第１項中「４人」を「６人」に改める。 

 

附 則 

この規約は、令和５年４月１日から施行する。 


